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採決の結果 陳　情　件　名 陳　情　者

不　採　択
「苦しむ動物を見過ごすことができない性分を有している者」の人権の
理解を求める陳情書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二本松アニマルポリス

星　野　節　子

みなさんからの請願・陳情
　９月定例会で受理したのは、陳情１件でした。所管の委員会に付託して審査し、委員長が本会議に審査結果を報告、
採決の結果、次のとおり決しました。

　伊達市は、東京電力福島第一原子力発電所から最
短で北西約50キロメートルの距離に位置し、局所的
に放射線量の高い、いわゆる「ホットスポット」が
存在しており、去る６月30日に当市霊山町石田・小
国地区及び月舘町相葭地区の104地点113世帯が「特
定避難勧奨地点」として指定されている。
　この対策は、一律の避難指示や産業活動の規制を
せず、注意喚起や避難を支援・促進することを目的
とするものであり、避難の判断が指定世帯に委ねら
れている。現在、当市では該当世帯に対する避難希
望の把握・相談等を行い、避難者への住宅提供など
必要な支援を実施しているが、地区住民の避難に対
する考え方が家族構成、年齢、仕事など個々の世帯
の状況により異なるため、住民の意思が尊重される
この対策の趣旨は現状に即したものである。
　しかし、その指定については住居単位であること
から、同一地区内に指定されない世帯があり、住民
の間に不公平感や不安・動揺が広がっている。放射
線の長期被ばくによる危険性については、専門家に
も様々な意見があるため、指定基準に満たないとは
いえ子供のいる世帯では不安が大きく、住民の精神
的苦痛や不満は極限に達している。放射線が人体に
とって有害である以上、少しでも被ばく量を低減さ
せたいと願うのは当然であり、健康被害への不安を
解消することが何よりも優先されなければならな
い。
　よって国においては、地区住民の安心と安全を確
保するため、指定のあり方を見直し、地域指定とす
るよう強く要望する。
　以上、決議する。

　　平成23年９月28日
　　　　　　　　　　　　　伊 達 市 議 会

原子力発電所事故による
「特定避難勧奨地点」の指定見直しを求める決議

　東京電力福島第一原子力発電所の事故は、広範囲に放
射性物質を拡散させ、伊達市を含む福島県県北２市２町
の汚水を処理する「阿武隈川上流流域下水道県北浄化セ
ンター」の下水汚泥からも、放射性物質が検出（1,000～
5,000ベクレル/㎏）されている。
　下水汚泥の処理については、原子力災害対策本部より低
濃度（8,000ベクレル/㎏）汚泥の埋め立ては可能との処理方
針が示されたところであるが、実際には最終処分場の立地
自治体及び周辺住民の反対などにより、汚泥の受入先が見
当たらず、処理方針は実効性のあるものとはなっていない。
　このため最終処分場への汚泥搬出ができず、毎日40トン
ほど発生する汚泥は浄化センター内に仮置きされ、その量
はすでに4,000トンを超えており、臭気や害虫の問題及び
農作物への風評被害の懸念など、周辺住民が抱く不安や行
政への不信は頂点に達しつつある。
　浄化センターでの保管はもはや限界に近づきつつあり、
一日も早い汚泥処理が急務となっているが、処理場を管理
運営している自治体の努力だけでは解決が困難な状況と
なっている。
　よって、国は原子力政策を推進・監督してきた責任にお
いて、積極的にこの問題へ関与し早期解決を図られるよう
強く要望する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　　平成23年９月28日

　　　　　　　　福島県伊達市議会議長　吉　田　一　政

内閣総理大臣　野　田　佳　彦　様
経済産業大臣　枝　野　幸　男　様
国土交通大臣　前　田　武　志　様
環 境 大 臣　細　野　豪　志　様

放射性物質を含む下水汚泥の処理に関する意見書


